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                    こんにちは 
            こちらは、滋賀県 食品安全監視センターです。 
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     (1) 大量調理施設一斉監視 実施中  
 
      現在、大量調理施設の食中毒発生防止を目的に、一斉監視を実施しています。 
 
     
   実施期間 
    平成１８年５月１日（月）から５月３１日（水）まで 
 
   対象施設 
    １日１００食以上を調製している弁当製造施設 
 
   実施方法 
    下記の点検表を用いて「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づく衛生指導を行います。 
      
  ***************************************************************************************** 
         
                  大量調理施設衛生管理点検票   
   
  １．施設・設備の衛生      
  
    1 必要な手洗い設備が設置されているか。   
    2 シンクは用途別に相互汚染しないように設置されているか。   
    3 施設は十分な換気が行われ、高温多湿が避けられているか。 
   
  ２．一般衛生管理      
   ①使用水の衛生管理    
  
    4 水道事業により供給される水以外の井戸水等の水を使用する場合には、定期的に水質 
      検査をしているか。 [検査結果は保管しているか。]     
 
   ②従事者の衛生管理    
  
    5 健康調査を適切に実施しているか。   
    6 着用する外衣、帽子は毎日専用で清潔なものに交換されているか。  
  
   ③食品、器具等の衛生的取扱い    
  



    7 野菜及び果物を加熱せずに供する場合には、適切な洗浄（必要に応じて殺菌）を実施 
     しているか。   
    8 加熱調理食品は中心部まで十分（７５℃で１分間以上等）加熱しているか。  
     [必要な温度及び時間の記録がされてるか。]   
    9 食品及び移動性の調理器具並びに容器の取扱いは床面から６０ｃｍ以上の場所で行っ 
     ているか。   
    10 食品を盛り付ける際は、使い捨て手袋や菜箸等を利用し直接食品に触れないように努 
      めているか。   
    11 原材料は分類ごとに区分して、原材料専用の保管場に保管設備を設け、適切な温度で 
      保管しているか。   
    12 加熱調理後、食品を冷却する場合には、速やかに中心温度を下げる工夫がされている 
      か。   
    13 包丁、まな板等の調理器具は用途別及び食品別に用意し、混同しないように使用して 
      いるか。   
    14 調理器具、容器等は使用後（必要に応じて使用中）に洗浄・殺菌し、乾燥しているか。 
   
   ④検食の保存    
    15 検食は、原材料（購入した状態のもの）および調理済み食品を食品ごとに５０ｇ程度 
      ずつ清潔な容器に密封して入れ、４８時間以上（２週間以上が望ましい）冷蔵または 
      冷凍保存しているか。 
   
  ３．衛生管理体制    
  
    16 食品衛生責任者は、調理従事者に対して衛生管理および食中毒防止に関する研修に参 
      加させるなど必要な知識・技術の周知徹底を図っているか。        
    17 事故発生時に適切な措置を講ずることができるよう対応を定めているか。   
    18 宅配弁当調理施設にあっては、販売先リストを整備しているか。  
    19 外注製品は分析証明書などにより安全が確保されているか。（サプライヤコントロー 
      ルされているか。）  
  
  *****************************************************************************************  
 
      ☆「大量調理施設衛生管理マニュアル」は「滋賀県ホームページ」中の「食の安全情報」に掲載 
     されています。 アドレスはこちら↓     
         http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/05kansi/tyori.htm 
   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
       
    ============================================================ 
  (2) ■ 滋賀県食品自主衛生管理認証制度（Ｓ－ＨＡＣＣＰ）情報 ■ 
    ============================================================ 
 
  ４月から、『滋賀県食品自主衛生管理認証制度（Ｓ－ＨＡＣＣＰ）』が施行されました。 
 
  Ｓ－ＨＡＣＣＰについて、よくある質問とその答えを「食品安全監視センターホームページ」に掲 
 載していますので参照して下さい。（以下、Ｑ＆Ａの抜粋です。） 
 
┏□■Ｑ＆Ａ 
□■   ８ 認証を取得するまでの手順を教えてください。 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 相談： 食品安全監視センターでは、「Ｓ-ＨＡＣＣＰ」の相談を受付けています。 
    あらかじめ、認証基準に基づき作成した手順書類について相談するようにして下さい。 
 実践： 申請前に、作成した手順書類に基づき衛生管理を３ヶ月以上実践し、その記録書類を保管 
    します。この結果は、申請後の現地調査で必要となります。 
 申請： 申請書に手順書類のほか必要な書類を添えて、食品安全監視センターに申請をします。 
    制度の普及を図るため、当分の間は申請手数料を無料としています。 
 審査： 申請を受けた県は、審査委員会を開催して、提出された申請書等の書類審査および認証を 
    受けようとする施設の現地審査を行い、認証をするかどうかを判定します。 
 認証： 認証を決定した施設には、滋賀県知事の名前で認証書が交付され、食品安全監視センター 
    のホームページに名称等を公表します。 
 
┏□■Ｑ＆Ａ 
□■  ２３ 手順書類は、どのように作成すればよいですか？ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 ○ 製品説明書、製造工程一覧図、重要工程管理表と製品表示確認書の一部は、原則として製品群 
  （同様の衛生管理を行う製品の分類：〔例〕食品群が「和生菓子」の場合、製品群は「蒸しもの」 
  、「餅もの」、「生もの」、「流しもの」など）ごとに作成します。 



 ○ 手順書類の作成にあたっては、まず、施設長等のコミットメントが第１です。次に各責任者が 
  役割を分担して、製造する製品の特性、製造工程などの現状を正確に把握します。 
  それらの情報を基に認証基準に定める事項について、科学的根拠に基づく効果的な衛生管理の方 
  法を記載します。 
 ○ 食品安全監視センターのホームページに順次掲載する「手順書類作成時の注意事項」、「Ｓ－ 
  ＨＡＣＣＰ実施の手引」、「Ｓ－ＨＡＣＣＰ様式例集」等を参考に具体的で、継続可能な衛生管 
  理の方法を自主的に定めることが重要です。 
 ○ 食品安全監視センターでは毎月第２、第４水曜日を相談日として、Ｓ－ＨＡＣＣＰに関する技 
  術的、専門的な相談を受け付けていますので、ご利用下さい。 
 
      
 
┏━━━━┓ 
┃最新 NEWS┃sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss-haccp-ssssssss 
┗━━━━┛ 
 ☆１☆「Ｓ－ＨＡＣＣＰ導入の手引き」を近日中にホームページに掲載します。 
    ◆認証基準の解説や導入にあたっての考え方を記載します。 
    ◆手順書類の記載例や作成時の注意事項を記載します。 
    ◆ぜひ御一読いただき、Ｓ－ＨＡＣＣＰ導入にお役立て下さい。 
 
 ☆２☆ 今年度のＳ－ＨＡＣＣＰ認証の予定は？ 
    ◆今年度の対象は、次の１１業種です。 
     菓子製造業、乳処理業、乳製品製造業、食肉製品製造業、食肉ねり製品製造業、 
     食品の冷凍または冷蔵業、清涼飲料水製造業、豆腐製造業、めん類製造業、そうざい製造業、 
     漬物製造業  
    ◆認証時期は、７月、１０月および来年１月の予定です。 
    ◆進捗状況を見ながら、計画的な申請準備を進めるようお願いします。 
 
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss-haccp-ssssssss 
 
   ☆「Ｓ-ＨＡＣＣＰに関する Ｑ＆Ａ」のアドレス↓ 
    http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/223qanda.htm 
 
   ☆「Ｓ-ＨＡＣＣＰ実施要綱 【 認証基準 】」のアドレス↓ 
    http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/221youkou-kijun.htm 
 
   ☆「（資料２） 手順書類作成時の注意事項」のアドレス↓ 
    http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/225tyuijikou.htm 
 
   ☆「Ｓ-ＨＡＣＣＰ 関係様式例集」のアドレス↓ 
    http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/227yousiki.htm 
 
   ☆「Ｓ-ＨＡＣＣＰ 導入の手引き」のアドレス↓ 
    http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/228tebiki-index.htm  
    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
         
   
   食品安全監視センターの所在地・連絡先  
   〒５２０－０８３４  
     滋賀県大津市御殿浜１３番４５号（衛生科学センター内）  
      ＴＥＬ ： ０７７－５３１－０２４８  
      ＦＡＸ ： ０７７－５３７－８６３３    
       Email ： shokuhin@pref.shiga.lg.jp  
       http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/00top.htm  
     
   ≪交通案内≫  
     ＪＲ石山駅北口下車 徒歩１０分  
     京阪電車石山坂本線粟津駅下車 徒歩５分  
      「晴嵐」交差点の角（ちなみに周辺は近江八景の一つ「粟津の晴嵐」です。） 
    
           
 ◆───―――――――――－- -  -通信編集担当より-  - - -－―――――――――───◆  
  
 ¨::::::::::..........ゝゝ....:::．．                ゴールデンウィークはいかがお過ごし 
    ¨¨¨¨¨¨¨¨‥‥‥ゝ‥:::::::......．::‥‥  でしたでしょうか。 
 .    .....  ..     ゝゝ ¨¨¨¨¨¨      心も体もリフレッシュといきたいとこ 



  ¨¨::::::::::...........               ろですが、連休疲れの方もいらっしゃ 
 ／＼    .....::::::::::．．‥           るのでは。 
      ¨¨¨¨¨¨ゝ¨‥‥‥‥:::¨¨        ４月は例年になく寒い日が多かったよ 
      ＜＞                      うですが、５月はさすがに暖かくなっ 
    y──┴───────、,──────────、   てきました。改めて食品の取扱いに注 
    |日 口口口口口口口口| |口口口口口口口口口口|    意していただくようお願いします。 
    |＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿|_|＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿| 
     ◎=◎    ◎=◎ ~ ◎=◎    ◎=◎ 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾                 
  
         みなさまからのご意見・ご感想は下記アドレスまでお寄せ下さい。 
                             
              Email：shokuhin@pref.shiga.lg.jp  
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
       また、食品衛生に関するもっと詳しい情報を知りたい方は、滋賀県ホームページ  
      の食の安全情報にアクセスしてください。 
                   ↓  ↓  ↓  
              http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/ 
 
 
       なお、『ぷちリス』バックナンバーは食品安全監視センターＨＰに掲載中です！ 
                        ↓  ↓  ↓ 
        http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/301putirisu.htm 
              
 ◆───―――――――――－- -  -        -  - - -－―――――――――────◆  
 


